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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　差込可能なボードおよび装置ハウジング用の第１のバック・プレートおよびその側部の
第２のバック・プレートの間の電気接続用接触素子であって、第１のバックプレートと第
２のバックプレートは平行に装置ハウジングに配置され、各々は対向する大きな面とその
大きな面に接続する狭い縁面を有しており、
　主部分は、装置ハウジングのバックプレート用の開口の側部に設けられた窪みに係合し
、
　第１のバックプレートが開口に挿入されそして主部分が窪みに係合されたときに、主部
分から突出した少なくとも１つの第１の弾性突起が、第１のバックプレートが配置される
面に実質的に平行な線であって主部分と交差する線に沿って、第１のバックプレートの狭
い縁面とのみ接触し弾性的に作用することを特徴とする接触素子。
【請求項２】
　少なくとも１つの第１の弾性突起が主部分から１５°－３０°範囲の鋭角で屈曲してい
ることを特徴とする請求項１記載の接触素子。
【請求項３】
　少なくとも１つの第１の弾性突起が実質的に平らであることを特徴とする請求項１記載
の接触子。
【請求項４】
　第１のバックプレートが開口に挿入されそして主部分が窪みに係合されているときに、
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第１の弾性突起が、第１のバックプレートの縁面と良好な点接触を与えるように主部分か
ら垂直に延びる中心線に沿って弱い屈曲を有することを特徴とする請求項１記載の接触素
子。
【請求項５】
　主部分が窪みに係合されているとき主部分の一部が窪みの外にも存在するような幅を持
っていることを特徴とする請求項１記載の接触素子。
【請求項６】
　主部分がほぼ平らなストリップ形状をしており、主部分の第１の長手縁部から突出して
いる第１の弾性突起を複数有し、その複数の弾性突起は主部分の異なる側に交互に屈曲し
ていることを特徴とする請求項１記載の接触素子。
【請求項７】
　第１の長手縁部の反対側にあって、主部分が窪みに係合しているときに窪みに配置され
る縁部を第２の長手縁部とすることを特徴とする請求項１記載の接触素子。
【請求項８】
　主部分の第１の長手縁部と反対側の第２の長手縁部から突出し、窪みに主部分を係合す
るように、窪みに主部分が挿入されたときに窪みの両側に接触するための主部分の異なる
側に交互に屈曲する第２の弾性突起を有することを特徴とする請求項６記載の接触素子。
【請求項９】
　第２の弾性突起が平らであること特徴とする請求項８記載の接触素子。
【請求項１０】
　第２の弾性突起が、第１の弾性突起と反対側に配置され、第１の弾性突起に対して異な
る側に屈曲することを特徴とする請求項８に記載の接触素子。
【請求項１１】
　主部分の窪みへ係合するために、主部分が窪みに挿入されたとき主部分から突出した少
なくとも１つの第２の弾性突起が窪みの端面内に食い込むことを特徴とする請求項８に記
載の接触素子。
【請求項１２】
　主部分は、実質的に平らなストリップ形状をしており、そして主部分の第１の長手縁部
からの複数の第１の突起を含む少なくとも１つの第１の弾性突起を有し、さらに、主部分
は、主部分が窪みに係合されているとき第２の突起は挿入された主部分の一部であって、
主部分と同一平面であることを特徴とする請求項１に記載の接触素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拡張ボードまたは差込可能なボードおよび電気遮蔽を行なうデバイスを外部
接続するための電気遮蔽された開口を含む、電子回路用装置ボックスなどの装置ハウジン
グまたは装置ケーシングに関し、より詳細には差込可能なボードのバック・プレートおよ
びこのようなバック・プレートにフレームを内蔵するシステムを電気接触させる方法およ
びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パーソナル・コンピュータは、普通は表示モニタの接続、すなわち、例えば、
モデムを介してまたはローカル・ネットワークで伝達する、スピーカを駆動させるなど、
異なる機能用の差込可能なボードまたは拡張ボードなどの付属品を備えている。差込可能
なボードは、一般にパーソナル・コンピュータのマザーボードに直接取り付けられる、特
別な形をしたスロット形コネクタに挿入される。差込可能なボードの短い側が、外部と通
信するためのコネクタを担持し、これらのコネクタは次いで、コンピュータのハウジング
の開口に取り付けられる、金属製の狭いバック・プレートあるいはシールド・プレートま
たはカバー・プレートに取り付けられる。バック・プレートは、開口部でフレームにねじ
込むことができる屈曲上部を有し、フレームのスロットに挿入される下部のところがより
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狭くなっている。拡張ボードが取り付けられないスロット・コネクタに、シート・メタル
製の単純なバック・プレートが使用されているので、「ダミー・カバー・プレート」また
は「アイドリング・カバー・プレート」には、コネクタも電気接続もない。コンピュータ
の回路の電気遮蔽に関する要求が高い場合、これらのバック・プレートはコンピュータ・
ボックスの開口を十分覆わなければならず、さらにボックスの材料と良好に電気接触しな
ければならない。後者の状態はまた、バック・プレートが取り付けられる開口におけるフ
レームにも当てはまる。
【０００３】
　米国特許第５，９２９，３７６号では、機器ケーシング１０の開口に取り付けられたプ
レス・プレート１２が開示されている。このプレートは順に、バック・プレートを備える
拡張ボード用の開口を有する。さらに、ばね５４、５４’が、差し込まれたバック・プレ
ートを成形したプレート１２に接続させるように設けられている。これらのばねは、差し
込まれたボードに付属するバック・プレートの大きな表面に対して作用する、接触舌片を
有する。これには、下押圧力とさらに良くない電気接触がバック・プレートの中心で得ら
れるという事実により不利益がある。第３欄、１１～１６行目参照のこと。したがって、
ばね用補強ロッド７２が設けられる。
【０００４】
　ドイツ公開特許出願第３９０７４１２号では、空間の壁面に取り付けるためのソケット
１と、ソケットおよびその両側に取り付けられ、それ自体がハウジングを形成する、複数
の同じフレーム・パーツとからなるハウジングが開示されている。各フレーム・パーツ内
に形成された空間を、前部および後部キャップ３０、２８によって閉じることができる。
空間は、バック・プレートを有する拡張ボードを対象としたものではない。開示したハウ
ジングは、内部接続用の単純なボードを収容することを意図した、モジュール構造のハウ
ジングである。
【０００５】
　公開国際特許出願第ＷＯ９３／２０６７６号では、電子機器のハウジング素子間を遮蔽
する、接触ばねが開示されている。このばねは、円筒部によって接続される、異なる長さ
の２つの脚部を有し、ほぼ図９のような輪郭が得られるように、互いに向かって屈曲する
。短い方の脚部は、最も外側にある角度に屈曲する部分を有し、ばねを所定の場所で維持
するようにハウジング・フランジの開口に入るようになっている。ばねの屈曲部はさらに
、隣接するハウジング・フランジと機械および電気接触するようになっており、次いで、
押圧力でこのフランジの大きな表面に対して作用する。
【０００６】
　また、拡張ボード用の開口を有する装置ハウジングが、米国特許第５，５７９，２１０
号、第５，６７９，９２３号、第５，８２０，１７１号、第４，８７３，３９５号、第５
，００４，８６７号、第４，９２４，３５５号、および公開ヨーロッパ特許出願第０７２
３３８９号に開示されている。電気接触および遮蔽用の接触ばねが、米国特許第５，５３
９，１４９号、第５，９５２，６０８号、およびドイツ特許第１９６４４４１７号に開示
されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、拡張ボードおよび類似する物体用の十分遮蔽された開口を、コンピュ
ータ、特にパーソナル・コンピュータなどの電子デバイスおよび機器用ハウジングまたは
ボックス内に構築するデバイスを提供することである。
【０００８】
　本発明のもう１つの目的は、拡張ボードおよび類似する物体用の十分遮蔽された開口を
、電子デバイス用ハウジングまたはボックス内に設ける方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　電子デバイス用ハウジングが用意される。典型的には、他の電子回路用、より詳細には
、外部磁力放射、特に高周波電波およびマイクロ波などの高周波電磁放射の影響を受けや
すい電子回路用のコンピュータ・ボックスまたはボックスが用意される。このハウジング
は、電導性材料、普通は鋼板でできており、一般に、拡張ボード、例えば他の離れて配置
した電子回路などの外部と電子回路を通信させるようになっているボードを対象とする開
口を有する。フレームが開口に取り付けられ、フレームは、その開口の縁部に接続する外
側部分を有する。このようなボードに含まれる、あるいはダミー・ボードである、または
ハウジング内で電気回線を通じて電子回路に接続されるコネクタを担持するバック・プレ
ートが、開口内に取り付けられる。バックプレートは、シールド、保護またはカバー・プ
レートとも呼ばれる。バック・プレートは、全て、細長いまたはストリップ形をしている
、対向する２つの大きなほぼ長方形の同じ表面と、大きな内側表面および大きな外側表面
と、稜線が大きな表面の対向する２つの縁部で大きな表面と接続する、狭い長手縁面とを
含む、ほぼ同じ形状をしている。
【００１０】
　フレームは、構造要素、つまり左サイドのフレーム・パーツと、右サイドのフレーム・
パーツと、多くの場合、少なくとも１つの中間部のフレーム・パーツとに分割される。し
たがって、フレームは任意の数のバック・プレートに適合でき、さらにバック・プレート
１枚だけにも適合できる。フレーム・パーツは、フレームを取り付ける開口内に全てのバ
ック・プレートが取り付けられると、バック・プレートと一緒に、穴のない完全な連続表
面を形成する補足の方法で設計されている。開口が少なくとも２枚のバック・プレート用
である場合、少なくとも１つの中間フレーム・パーツが設けられる。中間フレーム・パー
ツは、各部分開口が１枚のバック・プレートを対象とするように、開口を部分開口に分割
する。このような中間部は次いで、有利には、中間のフレーム・パーツの両側に配置され
るバック・プレート間の領域を覆い、中間フレーム・パーツの両側に配置される部分開口
を覆うように設計されている。したがって、中間フレーム・パーツは、開口の対向する縁
部間に真っ直ぐに延び、開口の縁部に接続する外サイド・フレーム・パーツ内にその端部
が続く主部分を有することができ、開口においてハウジングの縁部分または縁を覆うこと
ができる。
【００１１】
　さらに、中間フレーム・パーツの両側に配置されたバック・プレートを互いに電気接続
する、かつ／またはフレーム・パーツに直接配置された１枚のバック・プレートまたは複
数のバック・プレートにフレーム・パーツを電気接続させるように、接触または接続手段
が設けられる。この接続手段は、それぞれのフレーム・パーツに、またはその中に、例え
ば、ハウジングの内部に向かっているフレーム・パーツの内側表面のリセスまたはスロッ
ト内に取り付けられた弾性接触素子を含むことができる。
【００１２】
　フレーム・パーツをハウジングに接続させるため、例えば、フレーム・パーツの外側縁
部またはフランジ部に取り付けられるとともに、取り付けられる部分、および開口部にお
いて、ハウジングの縁部に両方を弾性押圧する接触ばねを設けることができる。このよう
な接触ばねは、対向して配置された２つの脚部またはフラップで、縁部の対向する側に弾
性押圧するように、フレーム・パーツの縁部または縁を囲むことができる。脚部またはフ
ラップの一方には、ばねが取り付けられた縁部から離れて延びるサイド・フラップが設け
られ、それによってハウジングの表面に弾性接触する。
【００１３】
　したがって、接触素子は普通、バック・プレートと電子装置用ハウジングの間の電気接
続を対象としており、ハウジングはまさにそのハウジングに加えて、上記のフレーム・パ
ーツを含んでいる可能性が高い。接触素子は有利には、弾性力で、バック・プレートの平
面とほぼ平行な方向に、すなわちバック・プレートの狭い縁面の１つに対して、好ましく
は縁面がバック・プレートの大きな表面に続く稜線の１つに対して作用することができる
。接触素子は、主部分と、主部分から延びる、または主部分に接続する少なくとも１つの
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第１の弾性突起とを有することができ、この突起はバック・プレートに対して作用し、そ
の縁面と係合する接触素子の一部であり、主部分は、特にハウジングまたはフレーム・パ
ーツのリセスまたはスロットに取り付けることによって、中に含まれたフレーム・パーツ
などのハウジングに接続することができる。
【００１４】
　主部分は、均一な幅のほぼ平らなストリップの形状をもつことができ、次いで第１の突
起は主部分の第１の長手縁部から延びる。第１の突起は有利には、主部分の異なる側に交
互に屈曲し、それによって接触素子が２枚のバック・プレート間に取り付けられると、こ
れら２枚のバック・プレートと同時に接触する。第２の弾性突起は、主部分の反対側の第
２の長手縁部から延びることができ、第１の突起と同様に、主部分の異なる側に交互に屈
曲し、それによって、接触素子がリセスまたはスロットに取り付けられると、リセスまた
はスロットの対向する側壁と接触して、接触素子を固定し、リセスまたはスロットが形成
される材料との電気接触を与える。互いに対向して配置される第２および第１の突起は、
主部分の異なる側に屈曲するように、すなわち主部分の異なる側に配置されるように、第
２の突起をそれぞれ第１の突起の１つに対向して配置することができる。第１の突起は、
湾曲表面の形状をしている隆起線または最も外側で最も突起した部分をもつように設計さ
れ、または１つの点だけでバック・プレートの縁面と接触するように、他の方法で屈曲ま
たは設計されることがある。
【００１５】
　上記接触ばねは一般に、フランジとそれと平行に延びる表面の間を電気接続するために
使用することができる。特に、ほぼ平らな主フラップと主フランジに配置された突起とを
備えることができ、これらは主フラップと突起の間に、接触ばねがこれを対象とした、フ
ランジの厚さに相当する、またはこれより幾らか小さい厚さをもつ空間が設けられるよう
に、また主フラップおよび突起が互いに対して弾性移動できるように設計されている。突
起は、ほぼ平らな主部分と、そこから延び、平行に配置される表面と接触する主フラップ
から離れるように屈曲する第１の横フラップとを備えることができる。この突起はまた、
反対の方向に、すなわちフランジと接触する主フラップに向かう方向に屈曲した第２のフ
ラップを含むことができる。横フラップは、取り付けられるようになっている表面とほぼ
点形接触するように、湾曲または屈曲した形状をもつ、例えば湾曲凸状輪郭をもつことが
できる。さらに、これらは主部分の対向する縁部に配置された領域で、突起の主部分に接
続することができる。
【００１６】
　機械接触および特に電気接触を改良するため、主フラップは主フラップの材料によって
完全に囲まれ、突起に向かう方向に、すなわち、そのまわりにばねが取り付けられるよう
になっているフランジに向かう方向に屈曲する内部接触舌片を含むことができる。複数の
接触ばねが、ウェブ部によって結合されて、接触ストリップを形成することができる。ウ
ェブ部は、主フラップと突起の長さに対して比較的小さな均一の幅をもつストリップの形
状をしている。
【００１７】
　電子デバイス用ハウジング内の差込可能なボード用の開口を電磁放射に対して遮蔽する
方法は、上記説明によると、一般に以下のステップを含むことができる。
　上部および下部に外側部分を有するフレーム・パーツを開口に取り付け、開口の側部に
配置された最も外側のフレーム・パーツ、サイド・フレーム・パーツ、および左側または
右側の外側部分に取り付ける。これらの外側部分は開口の縁部に接続する。さらに、フレ
ーム・パーツは外側部分で互いに接続する。フレーム・パーツは、開口をバック・プレー
トを対象とする部分開口に分割することができる。
　フレーム・パーツをハウジングに電気接続させ、かつ両側に配置されたフレーム・パー
ツを互いに電気接続させる。上述の接続手段および接触ばねを使用して、これを達成する
ことができる。
　開口内への簡単な挿入動作で、簡単である、差込可能なボードに付属する、またはコネ
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クタだけを担持することができるバック・プレートを挿入する。バック・プレートは、形
成された部分開口の別々の１つに挿入される。バック・プレートはそれぞれ別々のフレー
ム・パーツに取り付けられる。全てのバック・プレートを挿入した後、フレーム・パーツ
と共に、開口を完全に覆う。
　挿入動作によって、バック・プレートをフレーム・パーツに電気接続させる。それによ
って、対応する挿入動作により、両側に配置される挿入されたバック・プレートを同時に
、互いに電気接続させることができる。
【００１８】
　上述の様々なデバイスを使用し、前に簡単に説明した方法を使用して、電子回路用ボッ
クスの電磁放射に対する十分かつ信頼性のある遮蔽を得ることができる。フレームをフレ
ーム・パーツから得ることにより、寸法が異なる開口へ十分適合することができるように
なる。さらに、フレーム・パーツにより、互いのバック・プレート間、およびバック・プ
レートと開口におけるハウジングの縁部の間を遮蔽することが可能になる。さらに、特に
例えば、バック・プレートとフレーム・パーツの間の接触は、バック・プレートの押圧力
の方向を特別に選択することによって、ちょうど耐えることができるようになる。各バッ
ク・プレート用の１つのフレーム・パーツを含むように、フレーム・パーツを設けること
ができ、それによってバック・プレートを含む差込可能なボードの機能、または別のバッ
ク・プレートの機能が記号により表すことができるように、記号を取り付ける簡単な方法
が可能になる。
【００１９】
　バック・プレートとフレーム・パーツとハウジングの間の電気接触または接点は、ボッ
クスをそれに対して遮蔽すべきである、放射の波長を考慮して選択した、各対応する縁部
に沿って、互いに距離を置いて配置されている。この距離は常に、これらの波長の最も小
さいものよりも小さい必要がある。
【００２０】
　本発明の追加の目的および利点を、以下の説明に記載し、一部はその説明から明らかに
なる、または本発明の実施により習得することができるだろう。本発明の目的および利点
は、添付の特許請求の範囲に特に指摘した方法、プロセス、手段および組合せにより実現
し、得ることができる。
【００２１】
　本発明の新規の特徴を、特に添付の特許請求の範囲に記載するが、添付の図面を参照し
て以下に示す非限定的な実施形態の以下の詳細な説明を考慮すれば、編成および内容の両
方に関する本発明の完全な理解、および上記およびその他の特徴の完全な理解が得られ、
本発明が十分理解されるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１において、ボックス内でコネクタに接続される差込可能なボードまたは拡張ボード
の外部から利用するのに必要である電子部品を収容するようになっている、装置ケーシン
グまたは装置ボックスの部品の斜視図が示されている。例えばコンピュータ用装置ケーシ
ング、すなわちコンピュータ・ボックスでは、グラフィック・ボード、オーディオ・ボー
ド、ネットワーク・ボードなどの多くのタイプの差込可能なボードのために、このように
外部から利用できることが必要である。これらのボードは、ボードのバック・プレートま
たはシールド・プレートに取り付けることができる、またはバック・プレートの開口を通
して利用可能な外部接続用コネクタを含んでいる。
【００２３】
　導電性材料で作られた、装置ボックスのシート・メタル・ハウジング１内に大きな長方
形の開口３が設けられ、普通はボックスの裏側に配置される。開口３には、複数のフレー
ム・パーツ５が取り付けられる。両側の一方の最も外側に配置された、図中では、右フレ
ーム・パーツ５”を除いて、フレーム・パーツ５、５’は、それぞれ、開口を備え、この
開口は、差込可能なボードを挿入しない場合には、ダミー・バック・プレート７で覆われ
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、別の方法では差込可能なボードをフレーム・パーツ５内に挿入した場合、差込可能なボ
ードに取り付けられる同様のバック・プレートで覆われる。バック・プレート７を基準に
したがって設計することができる。これらのプレートは、それぞれのフレーム・パーツ５
の内側に取り付けられ、別のほぼ平らなバック・プレート７の上側屈曲部１３内のスロッ
トを通過するねじ９によってそこに取り付けられる。バック・プレート７は、ストリップ
形の材料でできており、均一な幅であるが、下端部は狭くなっており、バック・プレート
の下部を固定するように、フレーム・パーツ５の後端底部でスロット２２に挿入されるよ
うになっている底部舌片２１を形成する。図３参照のこと。
【００２４】
　中間フレーム・パーツ５は、比較的狭い主部分すなわち直立部２３を備え、この直立部
は、垂直で、かつその裏側が直立部の両側に配置されるバック・プレート７の主部分の縁
部と対向または係合して延び、図５および４に示すように、バック・プレート接触ストリ
ップ２７として設計された導電弾性接触素子を取り付けるための長手溝２５を有する。こ
れ以下に説明するように、これらは、複数の接触舌片を有し、この舌片の数は、例えば、
装置ケーシングがこれを遮蔽するようになっている波長を考慮して、所要の接点に適合さ
せることができる。さらに、中間のフレーム・パーツ５は、ボックスの内部から開口３ま
で延びる上部２９および下部３１を有する。上部２９および下部３１は、それぞれ上向き
および下向きに延びるとともに、プレート・ハウジング１にフレーム・パーツを取り付け
るようにねじが係合できる穴３７、３９を有する垂直舌片３３、３５を含んでいる。舌片
３３、３５の最も外側の部分４１、４３は、内側部分よりも薄く、上側および下側接触ス
トリップ４５または１つまたは複数の接触ばね８５を担持する。図１４参照のこと。
【００２５】
　上部２９および下部３１は、開口を有しないサイド・フレーム・パーツ５”が配置され
るのと同じ方向に、狭い垂直主部分２３からその一側部に延びる水平部分４７、４９を含
む。水平部分４７、４９は、垂直部分２３への接続が長方形の隅部に位置する、ほぼ長方
形をしている。上部２９の水平部分４７は、バック・プレート７を固定するねじ９と協働
する穴を有する。下部３１の水平部分４９は、ボックスの内部に向かって幾らか後側に引
き延ばされて、図５に示すように、バック・プレート７の下縁部を固定するスロット２２
がその中に作られる突起５１を形成する。この水平部分４９は、ボックスの中心に配置さ
れた後縁部が、ボックスの裏側や対応するバック・プレート７と平行に配置された垂直に
延びる長方形の舌片５３を担持している。バック・プレート７がフレーム・パーツ５に取
り付けられ、溝または穴５５を有する場合でも、この舌片５３をボックスの外側から見る
ことができる。溝または穴５５を使用して、適切な協働するスナップ・デバイスあるいは
ねじによって、記号またはラベル５７を舌片５３に取り付けることができる。
【００２６】
　水平部分４７、４９は、ボックス３の中心と距離を置いて配置された後縁部が、装置ケ
ーシング１に取り付けるための上向きおよび下向きに延びる舌片３３、３５をそれぞれ担
持している。薄い縁部を、これらの舌片３３、３５が延びる場所の側部の水平部分４７、
４９に設けることができ、この縁部の幅はハウジング１の材料の厚さに相当する、または
好ましくはこれをいくらか超えてもよい。垂直主部分２３はさらに、垂直延長部分５９、
６１により上部および下部の水平部分に次第に繋がることができ、垂直延長部分は図示し
た実施形態では、一方の小さな側部が対応する水平部分の縁部に接続し、別の小さな側部
が主部分２３の後向き側部に接続した直角三角形の形状をしている。
【００２７】
　垂直主部分２３’がフレーム・パーツの外側およびボックスの裏側まで延びる薄い垂直
サイド・プレート６３を担持しているという事実、および薄いサイド・プレート６３がフ
レーム・パーツの上部２９’および下部３１’のそれぞれ上向きおよび下向きの舌片３３
’、３５’と同一平面内に配置され、関連するバック・プレート７用の開口から離れて延
びるフランジ部６５を担持しているという事実を除いて、バック・プレート７用の開口を
与えないサイド・フレーム・パーツ５’、つまり図１の左フレーム・パーツは、実質的に
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中間フレーム・パーツ５として設計されている。それによって、サイド・フレーム・パー
ツ５’により、上側、左側、および下側に沿って連続フランジが得られ、後側に延びる狭
い連続縁部も得られる。フランジ部６５は、側部接触ストリップ４５と同様であるが、長
さを調節した側部接触ストリップ４５’、あるいは１つまたは複数の別々の接触ばね８５
を担持している。図１４参照のこと。
【００２８】
　他のサイド・フレーム・パーツ５”、つまり図１の右フレーム・パーツは、中間フレー
ム・パーツ５のような、例えば三角形部分により示すように、上部および下部に円滑に接
続する垂直主部分２３”を有する。薄いサイド・プレート６３”は、他のサイド・フレー
ム・パーツ５’に対して、ボックスの裏側に延び、同様にフランジ部を担持している。上
部および下部はここでは、実質的に三角形の部分（５９、６１）のそれぞれ最上部および
最下部から構成され、接続したフランジがバック・プレート７用の開口から離れる向きで
得られるように、それぞれ上側および下側を向いた舌片を担持している。フランジ部は、
側部接触ストリップ４５’として設計された側部接触ストリップ４５”、または１つまた
は複数の接触ばね８５を担持する。図１４参照のこと。
【００２９】
　フレーム・パーツに、互いに正確に規制した位置を与え、互いの良好な電気接続を与え
るため、ピン６７は、フレーム・パーツ５、５’、５”の上部および下部の止まり穴６９
と協働する。
【００３０】
　図２において、４枚の差込可能なボードと、したがって４枚のバック・プレート７を取
り付けようとするハウジング１の開口に互いに取り付けられたフレーム・パーツが図示さ
れている。３つの中間フレーム・パーツ５と、１つの左サイド・フレーム・パーツ５’と
、１つの右サイド・フレーム・パーツ５”とが必要である。上側および下側接触ストリッ
プ４５は、互いに取り付けられたときフレーム・パーツの上側および下側舌片に沿って延
びる長さである。図３のボックスの内部から見えるように、同じフレーム・パーツを示し
、断面図を図４および５に示す。後者では、図面は、バック・プレート接触ストリップ２
７がどのようにフレーム・パーツ５、５’、５”の垂直主部分２３、２３’、２３”の溝
２５に取り付けられるかを示している。溝２５がバック・プレート７間の中心に配置され
ているという事実、およびバック・プレート接触ストリップ２７の特別な設計により、バ
ック・プレート接触ストリップが溝に十分取り付けられ、それによってフレーム・パーツ
の主部分２３、２３’、２３”の材料との良好な電気接触が得られる。別の部分、または
より詳しくはバック・プレート接触ストリップの舌片が、両側に配置されるバック・プレ
ート７の縁部に弾性押圧され、これによって互いのバック・プレートの間およびバック・
プレートとフレーム・パーツの間に良好な電気接続が与えられる。バック・プレートに対
するバック・プレート接触ストリップ２７の部分からの弾性力は、バック・プレートの主
部分１９の大きな表面とほぼ平行な方向である、すなわちこれらの主部分の平面内を通過
する。バック・プレート自体は、この方向に弾性移動することができず、したがってバッ
ク・プレート接触ストリップ２７に対して完全に堅いと思われるので、このことは有利で
ある。
【００３１】
　張力を加えない状態のバック・プレート接触ストリップ２７の一実施形態の断面図およ
び斜視図を図６および７にそれぞれ示す。バック・プレート接触ストリップ２７は、弾性
のある導電性材料のストリップで作られた側部接触ストリップ４５、４５’、４５”と同
様である。ストリップの適切な部分を打ち抜き加工によって取り除き、次いで、または打
ち抜き加工と関連して、残った部分を屈曲させる。したがって、本実施形態のバック・プ
レート接触ストリップ２７は、その対向する２つの縁部から舌片またはフラップが延び、
対向する側部に交互に屈曲した、ほぼ完全に平らなストリップ形の主部分またはウェブ部
７１を備えている。バック・プレートの縁面と接触するようになっているフラップ７３は
、主部分７１の内側縁部から延び、長方形で、ほぼ主部分の幅に相当する長さである。こ



(9) JP 4126013 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

れらは、バック・プレート接触ストリップの挿入を簡単にし、バック・プレート７の縁面
との良好な点接触を与えるように、主部分の長手軸に垂直に延びる中心線に沿った弱い屈
曲を有することもできる。フラップ７３はさらに、主部分７１との接続の際、主部分に対
して約１５～３０°の比較的小さな角度をなすように、屈曲している。
【００３２】
　長方形の短い方の舌片またはフラップ７５が、主部分７１の反対側の外側縁部から延び
、内側フラップ７５とほぼ同じ幅であるが短く、例えば、主部分７１の幅のほぼ半分に相
当する長さである。各外側フラップ７５は、反対方向に屈曲する内側フラップ７３と反対
側に配置されている。外側フラップ７５は、主部分７１との接続の際、主部分に対して比
較的大きな角度、つまり約６０～８０°をなすように屈曲し、バック・プレート接触スト
リップを取り付ける時に、外側自由縁部で溝２５内の対向する側壁に対して押圧し、それ
によって接触ストリップを所定の場所に保持する。
【００３３】
　バック・プレート接触ストリップ２７の長手方向において、ストリップの端部からとる
と、したがって、例えばまず、内側フラップ７３を左側に屈曲させ、この内側フラップと
反対側に配置された外側フラップ７５を反対方向、すなわち右側に屈曲させ、その後内側
フラップ７３を右側に屈曲させ、反対側の外側フラップ７５を左側に屈曲させ、次の内側
フラップ７３を左側に屈曲させる。
【００３４】
　バック・プレート接触ストリップ２７を溝２５内に取り付けると、外側フラップ７５が
溝に完全に挿入される。図５参照のこと。主部分７１の外側縁面は溝の底部と係合し、外
側フラップが溝の壁面に対して弾性的に押し付けられ、フレーム・パーツの材料が比較的
柔らかい場合でもその中をどうにか貫通することができる。半分より大きい幅の主部分７
１が、溝の外側に配置され、内側フラップ７３の最も外側の部分が溝の内側に配置され、
バック・プレート７が取り付けられない限りは、側壁と係合する。長手方向に内側フラッ
プ７３が屈曲することにより、側壁と点接触で係合する。バック・プレート７が取り付け
られると、ダミー・バック・プレートまたはアクセサリ・ボード上のバック・プレートの
何れかとして、バック・プレートの縁面は、フレーム・パーツの内側表面の位置で、長手
方向の屈曲がこれに沿って行なわれる中心線の地点で、内側フラップ７３と接触する。次
いで、内側フラップ７３は主部分７１に向かう方向に屈曲し、溝の側壁との係合が終わる
。内側フラップからの弾性力は次いで、フラップの中心線またはその稜線と主部分１９の
外側稜線、すなわち主部分１９の外側または後側表面と主部分の狭い縁面の間に接続を形
成する稜線の間の点接触で、バック・プレート７の主部分１９とほぼ同一平面内を通る。
それによって、バック・プレート接触ストリップとバック・プレートの間に極めて確実な
機械接触と、さらに電気接触が与えられる。
【００３５】
　外側フラップ７５が溝内に押し付けられ、とげとして働き、それによって接触ストリッ
プを溝内に保持するように、工具（図示せず）を使用して、バック・プレート接触ストリ
ップ２７を溝２５内に取り付ける。同時に、工具を使用して、接触フラップ７３を接触ス
トリップのウェブに向かって内側に屈曲させ、それによって溝２５の壁面内に配置される
ようになる。接触フラップ７３は、工具を放した後に、溝２５の壁面に向かって弾性移動
する。
【００３６】
　バック・プレート接触ストリップの代替実施形態２７’が、図８の断面図および図９の
斜視図により表される。主部分７１’は、第１の実施形態と同様に、内側に屈曲したフラ
ップ７３’だけを含むほぼストリップ形の平面構造であり、この屈曲フラップは第１の実
施形態のフラップ７３と同じように設計され、屈曲し、反対側の外側縁部では、比較的短
い舌片７６が延び、これらの舌片はしたがって主部分と同一平面内に配置されている。バ
ック・プレート接触ストリップ２７’の長手方向において、ストリップの端部から、した
がって、例えばまず、内側フラップ７３’が右側に屈曲し、その後左側に屈曲する内側フ
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ラップ７３’があり、その後舌片７６があり、その後再び右側に屈曲する内側フラップ７
３’などがある。この実施形態は、上記のように均一な幅の溝２５と共に使用することに
は適合されていない。溝２５の代わりに、接触ストリップを使用すると、フレーム・パー
ツ５、５’、５”はリセスの列を備えることになる。図１０、１１の内部図および図１２
、１３の斜視図を参照のこと。したがって、より広いリセス７７が内側屈曲フラップ７３
’に設けられ、より狭いリセス７８が舌片７６に設けられ、これらの舌片は適合させた工
具（図示せず）を使用して、舌片の縁部がリセス７８の端面内に食い込むように、リセス
内に押し付けられ、それによって優れた機械的取付および優れた電気接触が得られる。広
いリセス７７の前には、短い方のリセス７９が設けられ、それによって横方向に延びる２
つの内側フラップ７３’の短い突起８０間の接続が得られ、ウェブ部７１’と係合する。
内側フラップ７３’とバック・プレート７との間の接触が、第１の実施形態と同じ方法で
得られる。舌片７６はさらに、リセス７８内に挿入されると、ウェブ部７１’を直線状態
に保持する。
【００３７】
　側部接触ストリップ４５、４５’の設計が、図１４から１６により表されている。これ
らは、フレーム・パーツ５、５’、５”とシート・メタル・ハウジング１の間の電気接続
を保証することを意図している。これらは、長方形フラップ８１を備え、このフラップは
１つの長辺が、ほぼ直角であるがいくらか鋭角な角度で、すなわち９０°よりいくらか小
さな角度で配置されるように屈曲した比較的狭いストリップ形の部分８３に続いている。
狭い部分８３は、側部接触ストリップ４５、４５’が取り付けられる舌片またはフランジ
の厚さをいくらか超える高さであり、側部接触ストリップのウェブ部または主部分を形成
する。狭い部分８３の他の縁部から、突起８５が、狭い部分とほぼ垂直に、それにより反
対側の長方形フラップ８１とほぼ平行であるが、比較的小さな角度で配置されるように屈
曲する主部分８７を有して延び、それによって突起８５の主部分８７の自由縁部が、接触
ストリップがその上に取り付けられる材料の厚さよりもいくらか小さい反対側の長方形フ
ラップ８１と距離を置いて配置される。
【００３８】
　突起８５は、狭い方のウェブ部８３との接続から取った長さであり、長方形フラップ８
１の短辺の長さに実質的に相当するすなわち突起８５とフラップ８１は狭いウェブ部８３
からほぼ等距離に延びている。突起８５は、フラップ８９、８９’がウェブ部８３の長手
方向と平行な接触ストリップの長手方向に横に延びる長方形の主部分または中心部分８７
を有する。これらのフラップ８９、８９’は、丸みのある形状であり、例えば楕円、長円
、または円の半分に相当し、長方形の短辺の主部分に接続することができる。これらは、
中心部分８７に対していくらか屈曲し、それによってフラップ８９’は中心部分の縁部の
１つが側部接触ストリップ４５、４５’の主部分から離れるように上向きに屈曲し、フラ
ップ８９は中心部分の反対側の縁部が長方形フラップ８１に向かって下向きに屈曲する。
【００３９】
　突起８５および長方形フラップ８１はしたがって、互いに対向して配置される。各フラ
ップ８１内では、Ｕ字形の打ち抜きが作られ、それによって突起８５に向かう方向に屈曲
した小さな舌片９１が接触ストリップの内部に対して得られる。さらに、ストリップ形の
部分９３は各長方形フラップ８１の自由縁部が、突起８５から離れるように接触ストリッ
プの内部から外向きに弱く屈曲して、使用されるフランジまたは縁部分上またはその周り
に接触ストリップ４５、４５’を取り付けるのを簡単にすることができる。
【００４０】
　接触ストリップをフレーム・パーツ５、５’、５”に取り付けた後に、長方形フラップ
８１内の平面から延びる小さな舌片９１は、図２０に示すように、例えばフランジの外側
と機械的に接触し、それに対して機械的固定を与える。さらに、突起８５から延び、接触
ストリップの内部に向かう方向に屈曲した、一方の丸みのあるフラップ８９がフランジと
機械的に接触し、それとの電気接続が与えられる。もう一方のフラップ８９’が接触スト
リップから突出し、プレート・ハウジング１との機械接触が与えられ、それによってそれ
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との電気接続が作り出される。したがって、接触ストリップ４５、４５’により、フレー
ム・パーツのフランジと装置ハウジングの間の優れた電気接続が得られる。
【００４１】
　狭いウェブ部８３によって互いに保持された側部接触ストリップ４５、４５’の代わり
に、それぞれの接触素子４５”を使用することができる。図１７の斜視図、および図１８
から２０を参照のこと。これらは側部接触ストリップの短い切片として作られ、１つの突
起８５’と、１つの長方形フラップ８１’と、突起８５の長方形の主部分８７の幅と同じ
長さの狭い部分８３’とを備えている。
【００４２】
　それぞれの接触ばね４５”の機能を図２０に示し、また対応する連続接触ストリップ４
５、４５’の機能も図示する。接触ばねを、例えば図示するように、フランジのいくらか
窪んだ部分上で、フレーム・パーツ５、５’、５”のフランジに取り付ける。次いで、舌
片９１はフランジの外側と機械的に接触し、それに対する機械的固定が与えられる。さら
に、突起８５上の一方の丸いサイド・フラップ８９は、サイド・フラップの輪郭により、
ほぼその点または最も外側の部分９５が、フランジの内側とほぼ点形の機械接触をし、そ
れとの電気接続が与えられる。突起の主部分８７から突出するもう一方の丸いサイド・フ
ラップ８９’は、それによって機械的接触を与え、またここでもその最も外側の部分９５
’が、フランジに配置されたシート・メタル・ハウジング１の部分とほぼ点接触し、それ
によってそれとの電気接続が作り出される。
【００４３】
　側部フレーム・パーツと装置ハウジングの間の代替接触を、図２１、２２、２３に示す
。側部フレーム・パーツにはこの場合、少なくとも垂直の長い外側部には薄い外側フラン
ジを備えていない。代わりに、外側部には、ありつぎに似ている空間を形成する斜めに延
びる内側傾斜側壁を有し、複数のリセス９７が設けられる。変更した弾性接触ストリップ
４５”はその後部または内側領域が、リセス９７間に突出する材料と係合し、その前部領
域に、後部領域に対して鈍角に、例えば１００から１３５°までの角度に配置されるよう
に屈曲した丸みのあるフラップ９９を有する。側部フレーム・パーツが装置ハウジング内
で所定の場所に取り付けられると、フラップ９９は開口３においてハウジングの縁または
縁部領域の内側と機械および電気接触する。側部フレーム・パーツの上縁部および下縁部
には、上に説明したように、弾性ストリップ４５を通して接触をもつフランジが設けられ
る。
【００４４】
　上に説明した、異なる弾性接触ストリップおよび弾性プレート材料の接触素子の代わり
に、いくらかまたはかなりの弾性もつ材料から、例えばエラストマーまたはゴム材料から
作られた、弾性素子（図示せず）を使用できることが有利である場合がある。弾性体は、
例えばスパッタリングを使用して取り付けることができる、適切な金属などの導電性材料
の表面層で覆われている。このように作られたバック・プレート接触ストリップは、例え
ば、図６および８に示すように、バック・プレート接触ストリップ２７、２７’の外側輪
郭とほぼ一致する外側輪郭をもつ断面であり、図５の溝２５に匹敵する、適切な溝または
リセス内に接着剤で取り付けることができる。バック・プレート接触ストリップは、した
がって、互いに対して比較的小さな角度、すなわち５～３０°の範囲内に配置される、バ
ック・プレートに対する接触表面を有する。しかし、この接触表面はほぼ平行であっても
よい。この種類の弾性ストリップの利点は、ストリップの全長に沿って電気接触を得るこ
とができ、それによって高周波電磁界に対する遮蔽を改良することができることである。
【００４５】
　本発明の特定の実施形態を、本明細書中に図示し、説明したが、多くの追加の利点、変
更形態、および変更が当業者には簡単に思い浮かぶだろうことが分かる。したがって、本
発明はより広い態様において、ここに示し、説明した特定の詳細、代表的なデバイス、お
よび図示した例に限定されるものではない。したがって、様々な変更形態を、添付の特許
請求の範囲およびその同等物によって定義される全体的な発明概念の精神または範囲から
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逸脱することなく実施することができる。それにより、添付の特許請求の範囲は、本発明
の真の精神および範囲内にあるような変更形態および変更の全てを含むことを意図してい
ることが理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】装置ハウジング内の差込可能なボード用の開口に配置されるデバイスの展開斜視
図である。
【図２】互いに取り付けられた、図１によるデバイスの斜視図である。
【図３】互いに取り付けられた、図２によるデバイスの後面図である。
【図４】図３の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図５】図４の断面図の拡大部分である。
【図６】バック・プレートと接触する接触ストリップの断面図である。
【図７】図５によるストリップの斜視図である。
【図８】バック・プレート接触ストリップの代替実施形態の断面図である。
【図９】図８によるストリップの斜視図である。
【図１０】図８によるストリップを使用して、装置ハウジング内の差込可能なボード用の
開口において、互いに取り付けられたデバイスの後面図である。
【図１１】図１０と同様の、拡大部分図である。
【図１２】互いに取り付けられた、図１０によるデバイスの斜視図である。
【図１３】図１２と同様の、拡大部分図である。
【図１４】接触ばねの上面図である。
【図１５】図１４によるばねの断面図である。
【図１６】図１４によるばねの平らにした材料を示す図である。
【図１７】図１４の接触ばねの短い実施形態の斜視図である。
【図１８】図１７による短いばねの前面図である。
【図１９】図１７による短いばねの側面図である。
【図２０】２つのフレーム・パーツの間に取り付けられた、図１７による短いばねの断面
図である。
【図２１】フレーム・パーツの長い縁部と装置ハウジング内の開口の縁部の間を接触させ
る、弾性ストリップの代替実施形態における、サイド・フレーム・パーツの斜視図である
。
【図２２】図２１による取り付けられた弾性ストリップを含む、フレーム・パーツの上面
図である。
【図２３】図２１および２３による弾性ストリップがどのようにフレーム・パーツに取り
付けられるかを示す、後面図である。
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